
    令和５年度 尼崎市立武庫中学校 学校生活のルール           令和５年４月改定 
（１）登下校について 

① 学校で定まっている通学路を通り、交通ルールに従って安全に留意する。（横断歩道を利用する）

制服を正しく着用すること。 

② 自転車登校は禁止（部活動時は顧問に委託。練習試合など、他校へ移動する場合のみ、安全面に

充分に配慮して自転車を使用する。平日は押して登校、校内では乗らない）。 

③ 8：25以降は出席簿上の遅刻。25分に教室着席。（欠席・遅刻連絡は7：10までに保護者に） 

④ 登下校時の寄り道、買い食いの禁止。 

⑤ 休日登校も原則として標準服とする（部活動着可）。 

⑥ 最終下校時刻は18：30（完全下校）とする。 

⑦ 生徒の登下校には、東門のみ使用する。 

⑧ 本校の東側の道（むこっこロード）を通行する際は、中学校側を通ること。 

 

（２）学校生活について 

① 始業のチャイムで授業を始める。授業準備。8：25～8：45まで朝学習を行う。教室移動が必要な

場合も、8：45までは教室を出ない。ただし、体育を除く。※ チャイムの１分前に音楽が流れる

ので着席を呼びかける。音楽の後教室を出ない（物の貸し借りなど）。 

② 他学年の教室付近には近づかない。他のクラスには入らない。 

③ 昼食は自分の教室で食べる。 

【トイレの使用について】 

 １年生は東渡り廊下３Ｆ、２年生は北校舎２Ｆ西側、３年生は南校舎２Ｆ西側を使用する。北校舎西

側１Ｆのトイレは１･２年生共通で、南校舎１Ｆ西側のトイレと渡り廊下１Ｆ東側トイレは、全学年共

通で使用しても良い。（特別教室での授業の時、緊急時は近くのトイレ使用を許可する。） 

【休み時間について】 

① 授業終了のチャイムが鳴るまで廊下に出ない。 

② 上履き、下履き，体育館シュ－ズの区別をつける。（コンクリ－ト通路の上は上履きでもよい。北

校舎と道場の間の上履き移動は禁止。北校舎1Fは下履きでもよい。） 

③ 校舎内での怪我の危険性のある遊びを禁止する。また、廊下を走らない。 

④ 忘れ物は原則として取りに帰らない。（8：25 に間に合うタイミングであれば許可する。）また、

登校後、終礼が終わるまでは校外に出ない。 

⑤ 教科係は前日の昼休みまでに連絡に行くようにする。 

【放課後】 

① 部活動、その他用事のない生徒は速やかに下校する。 

② 部活動終了後は速やかに下校する。年間を通じて18:30完全下校。 

③ 一度下校した生徒は再登校しない（半日授業の部活動などは別とする）。 

 

（３）頭髪について（医療上など、何らかの事情がある場合は相談すること。） 

① 自然の状態であり、全体のバランスがとれていること。また、一部のみ極端に刈り上げたり、極

端に伸ばしたり立てたりせず、授業活動の妨げにならないように整えること。 

② 前髪は目にかからない。横や後ろの長さは肩にかからない程度とし、それより長い場合は、黒・

濃紺・こげ茶のゴムひもで束ねるか、三つ編みにする。（ハーフアップは問題ないが、髪が肩にか

かる場合はくくること。） 

③ 髪どめはシンプルな黒のヘアピンかパッチン留めとする。装飾のついたものは禁止する。 

④ 整髪料・スプレー、脱色、染色、パーマ、エクステなど、頭髪に手を加えることは禁止する。 

⑤ まゆ毛は、必要以上に手を加えないこと。（身だしなみを整えること。） 

（４）服装・持ち物について （医療上など、何らかの事情がある場合は相談すること。） 

① 清潔感、統一感があり、学ラン、ブレザーのボタンはすべて止め、上着の下には白カッターシャ

ツ（指定シャツ以外でも可）を着用する。各自着るものが身体の大きさに適している標準服とす

る。（学ランの袖ボタンは２個とする。） 

② ブレザーを着るときは、タイを付けること。夏服着用時はタイをしなくてもよい。 

③ カッターシャツの下の肌着は白、ベージュ、黒、紺、グレーの肌着（ワンポイント可）を着用す

る。色シャツまたは派手なプリントシャツの着用の禁止。また、体操服を肌着代わりにしない。 

④ スカートの丈の長さは膝が隠れるくらいを目安とする。 

⑤ ベルトは 黒・紺・茶の無地で革、合皮、布製とし、極端に太いものや細いもの、派手なもの（装

飾が多いもの）は禁止。 

⑥ セーターは、白、黒、紺、グレー、こげ茶の無地とし、学ラン、ブレザーの裾から見えないよう

にする。移動教室のときは、上着を着用する。また、教室内や学年のフロア及び学年用トイレ使

用時は、セーター姿で構わないが、必ず名札をつけること。 

⑦ パンストは許可するが、ベージュでその上に靴下をはくこと。また、防寒のための黒タイツ・レ

ギンスを許可する。（体育の授業では脱ぐこと。） 

⑧ 防寒対策としてコート又はジャンパーを許可する。色はセーター同様とし、カバンに入るものを

着用すること。（部活で使用しているものは許可する。） 

⑨ 衣替えの月日は設定しない。夏服、冬服を正しく着こなすこと。夏服に関しては、白色カッター

シャツ（半袖、長袖ともに可）、又は指定ポロシャツとし、第一ボタンは外してもよい。 

⑩ 名札(校章・クラス章・委員章)は左胸に正しくつける。（校章などの位置は右図参照）また、学習

時は必ず名札をつけておくこと。 

⑪ 靴下は白・黒・紺色・グレーで、くるぶしを完全に覆うものと

する。ワンポイントが入っていても良いが、ワンポイントの位

置は両サイドのみで大きすぎないものとする。 

⑫ 靴は白または黒を基調としたスポーツタイプの運動靴とする

（ラインやワンポイントが入っていても良い）。ただし、ひもは

靴と同じ色であること。ハイカットの靴は禁止。 

 

 【その他】（医療上など、何らかの事情がある場合は相談すること。） 

① かばんに指定はない。学習用具（教科書、ノートなど）が入る大きさのもので、華美にならない

こと。また、必ず持ってくること（手ぶらで来ない）。キーホルダーはつけすぎないこと。 

② 生徒手帳を常に携帯することが望ましい。（カバンの中に携帯するように） 

③ マンガ本、おもちゃ、菓子類、その他ゲーム的要素のある文房具の禁止。時計は許可するが、か

ばん入れること。 機能付✕（計算✕スマート✕） 

④ 携帯電話・スマートフォン、その他学校生活に必要でないものは持ってこない。 

⑤ 携帯用薄型エチケットブラシ、くしは許可。 

⑥ 化粧、マニキュア、装飾品の禁止。ピアスの穴を開けてもいけない。 

⑦ リップは、唇荒れの薬用リップ（無色、無香料のもの）のみ使用を認める。 

⑧ 制汗シート、日焼け止めは、無色、無香料のものに限り許可する（スプレー、リキッドは不可）。 

  
校則は何のためにあるの？・・・それは、武庫中の生徒の皆さんが安心、充実した学校生活

を送るためです。今年度のルールは、昨年出してもらった意見を全校委員、風紀委員、生徒会

執行部がまとめ、提案してくれたものを元に作成しました。 

今年度もみんなで考えてみませんか？ みんなで最高の武庫中学校をつくり上げましょう‼‼ 


